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小金井市分別収集計画小金井市分別収集計画小金井市分別収集計画小金井市分別収集計画    
 

 

１１１１    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの意義意義意義意義    

 

 近年、地球環境の保全や資源の有効活用という観点から、大量生産、大量消費、

大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し、環境への負荷の少な

い循環型社会を形成していく必要がある。そのためには、社会を構成する主体で

ある市民・事業者・行政がそれぞれの立場でその役割を認識し、履行していくこ

とが重要である。 

また、廃棄物最終処分場の確保は非常に困難なものとなっており、次の候補地

の目処がたっていないという厳しい状況にあるため、埋立処分量の削減に取り組

む必要がある。 

  小金井市では、家庭ごみの一部有料化や、燃やさないごみの３分別収集など、

市民・事業者と連携し、ごみ減量、リサイクル等を推進しているところである。 

本計画は、このような状況のなか、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律（以下｢法｣という）第８条に基づいて容器包装廃棄物を分別収

集することにより、容器包装廃棄物の削減、リサイクル等の推進、最終処分量の

削減を図ることを目的とし、市民・事業者・行政それぞれの役割、具体的な推進

方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示した

ものである。 

 

２２２２    基本的方向基本的方向基本的方向基本的方向    

 

本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。 

・容器包装廃棄物の排出抑制、リサイクルを基本とした地域社会づくり 

・関係者が一体となった取組みによる環境負荷の低減 

 

３３３３    計画期間計画期間計画期間計画期間    

    

本計画の計画期間は平成２３年４月を始期とする５年間とし、３年ごとに改定

する。 

 

４４４４    対象品目対象品目対象品目対象品目    

 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製

容器（無色、茶色、その他）、飲料用紙製容器、段ボール、ペットボトル、プラ

スチック製容器包装を対象とする。 
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５５５５    各年度各年度各年度各年度におけるにおけるにおけるにおける容容容容器包装廃棄物器包装廃棄物器包装廃棄物器包装廃棄物のののの排出量排出量排出量排出量のののの見込見込見込見込みみみみ    

((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第１１１１号号号号))))    

    

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

容器包装廃棄物 6,330t 6,344t 6,358t 6,372t 6,378t 

 
 

６６６６    容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの排出排出排出排出のののの抑制抑制抑制抑制のためののためののためののための方策方策方策方策にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第２２２２号号号号))))    

容器包装廃棄物の排出の抑制のため以下の方策を実施する。なお、実施にあた

っては、市民、事業者、行政等がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・

連携を図ることが重要である。 

・啓発活動の推進 

ごみ減量キャンペーン、広報誌によるごみ減量・リサイクル特集号の発行、

市ホームページの活用、フリーマーケットの実施、廃棄物減量等の啓発活動を

推進する。 

また、学校や地域社会の場における環境教育、ごみ処理施設の見学会等あら

ゆる機会を活用し、市民、事業者に対して、ごみ排出量の増大、最終処分場の

ひっ迫、ごみ処理に要する経費の急増等ごみ処理の状況についての情報を提供

し、認識を深めてもらう。さらに、ごみの排出抑制、分別排出、再生利用の意

義及び効果、ごみの適切な出し方に関する啓発活動に積極的に取り組む。 

・過剰包装の抑制、リサイクル品の利用促進 

リサイクル推進協力店認定制度により、リサイクル商品の販売促進、事業者

のごみ減量意識の向上、包装の簡素化等を推進する。 

・買い物袋の持参の徹底 

市民まつりでのマイバッグの配布や、ごみゼロ化推進員、事業者、市民団体

等と連携したマイバッグ持参運動のさらなる拡充を行い、レジ袋削減を推進す

る。 

 

７７７７    分別収集分別収集分別収集分別収集をするものとしたをするものとしたをするものとしたをするものとした容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物容器包装廃棄物のののの種類及種類及種類及種類及びびびび当該容器包装廃棄当該容器包装廃棄当該容器包装廃棄当該容器包装廃棄    

物物物物のののの収集収集収集収集にににに係係係係るるるる分別分別分別分別のののの区分区分区分区分((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第３３３３号号号号))))    

 

再商品化計画や収集機材、選別施設等を勘案し、容器包装廃棄物の種類及び収

集に係る分別の区分を以下のとおりとする。 
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(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分 

主としてスチール製の容器 

主としてアルミ製の容器 
缶 

主として 

ガラス製の 

容器 

無色のガラス製容器 

茶色のガラス製容器 

その他のガラス製容器 

ガラスびん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんする

ためのもの（原材料としてアルミニウムが利用

されているものを除く。） 

飲料用紙パック 

主としてダンボール製の容器 ダンボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製

の容器であって飲料又はしょうゆを充てんする

ためのもの 

ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上

記以外のもの 

ペットボトル以外のプラスチ

ック製容器包装 

 

 

８８８８    各年度各年度各年度各年度においてにおいてにおいてにおいて得得得得られるられるられるられる分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物のののの特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物ごとのごとのごとのごとの量及量及量及量及びびびび

容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第６６６６項項項項にににに規定規定規定規定するするするする主務省令主務省令主務省令主務省令でででで定定定定めるめるめるめる物物物物のののの量量量量のののの見込見込見込見込

みみみみ    

((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第４４４４号号号号))))    
 

 23年度 24 年度 25年度 26 年度 27年度 

主としてスチ

ール製の容器 
172t 172t 173t 173t 173t 

主としてアル

ミ製の容器 
165t 165t 165t 166t 166t 

(合計) 

510t 
(合計) 

511t 
(合計) 

512t 
(合計) 

513t 
(合計) 

514t 

          
無色のガラス

製容器 

0t 510t 0t 511t 0t 512t 0t 513t 0t 514t 

(合計) 

231t 
(合計) 

232t 
(合計) 

232t 
(合計) 

233t 
(合計) 

233t 

          
茶色のガラス

製容器 

0t 231t 0t 232t 0t 232t 0t 233t 0t 233t 

(合計) 

252t 
(合計) 

252t 
(合計) 

253t 
(合計) 

253t 
(合計) 

254t 

          
その他のガラ

ス製容器 

0t 252t 0t 252t 0t 253t 0t 253t 0t 254t 
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(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

(引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) (引渡量)    (独自処理量) 

主として紙製

の容器であっ

て飲料を充て

んするための

もの（原材料

としてアルミ

ニウムが利用

されているも

のを除く。） 

9t 9t 9t 9t 9t 

主としてダン

ボール製の容

器 

1,110t 1,112t 1,114t 1,116t 1,116t 

(合計) 

 

323t 

(合計) 

 

324t 

(合計) 

 

324t 

(合計) 

 

325t 

(合計) 

 

325t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

主としてポリ

エチレンテレ

フ タ レ ー ト

（PET）製の容

器であって飲

料又はしょう

ゆを充てんす

るためのもの 
318t 5t 319t 5t 319t 5t 320t 5t 320t 5t 

(合計) 

1,562t 
(合計) 

1,565t 
(合計) 

1,568t 
(合計) 

1,571t 
(合計) 

1,571t 

          

主としてプラ

スチック製の

容器包装であ

って上記以外

のもの 1,562t 0t 1,565t 0t 1,568t 0t 1,571t 0t 1,571t 0t 

 

９９９９    各年度各年度各年度各年度においてにおいてにおいてにおいて得得得得られるられるられるられる分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物分別基準適合物のののの特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物特定分別基準適合物ごとのごとのごとのごとの量及量及量及量及びびびび

容器包装容器包装容器包装容器包装リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第６６６６項項項項にににに規定規定規定規定するするするする主務省令主務省令主務省令主務省令でででで定定定定めるめるめるめる物物物物のののの量量量量のののの見込見込見込見込

みのみのみのみの算定方法算定方法算定方法算定方法    

    

特定分別基準適合物の量及び容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する

主務省令で定める物の量の見込みを以下のとおりとした。 

 

直近年度の分別基準適合物等の収集実績×人口変動率 

 

また、人口変動率は過去の人口変動等を勘案し、以下の表のとおり設定した。 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

100.22% 100.22% 100.22% 100.22% 100.22% 100.09% 

注：表中の数値は対前年度比を示す。 

 

 

10101010    分別収集分別収集分別収集分別収集をををを実施実施実施実施するするするする者者者者にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな事項事項事項事項((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第５５５５号号号号))))    

 

分別収集は、現行の収集体制を活用して行う。 
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11111111    分別収集分別収集分別収集分別収集のののの用用用用にににに供供供供するするするする施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに関関関関するするするする事項事項事項事項((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第６６６６号号号号))))    

 

ガラスびん、紙パック、ダンボール、その他プラスチックについては民間施設

で、缶、ペットボトルについては、市の施設で選別、圧縮、保管等を行う。 

    

12121212    そのそのそのその他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物他容器包装廃棄物のののの分別収集分別収集分別収集分別収集のののの実施実施実施実施にににに関関関関しししし重要重要重要重要なななな事項事項事項事項    

((((法第法第法第法第８８８８条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第７７７７号号号号))))    

・ 市民や事業者、有識者などの委員で構成された廃棄物減量等推進審議会にお

いて、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項の審議を行なう。 

・ まちの美化及び清掃活動、一般廃棄物の分別排出、資源物の資源化及び再利

用の促進等を推進する組織である、ごみゼロ化推進員の活動を支援し、自主的

な地域リサイクル活動を推進する。 
 


